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 はじめに 

 

 本行動計画は、先に第２次総合計画に基づき策定した「第２次協働のまちづく

り基本方針」をもとに、具体的な取り組み内容を示すものです。 

 これまでの協働の考え方は、複数の主体が同じ目的に向かって協力しながら進

むことでした。各主体は多様な価値観を持っているため、最初から一緒にするこ

とは困難でした。このため、新しい基本方針では、多様な主体のそれぞれの目的

（思い）を尊重し、それぞれの目的に向かって取り組むことで、それぞれの主体

の目的を達成する。このことを、新たな協働の概念として広げています。 

 また、これまで「市民と行政」による組み合わせの協働について表したものか

ら、新たに「市民と市民」など民間同士での組み合わせも視野に入れ、「多様性

のある協働」としての形を位置づけました。 

 本行動計画は、「自然と文化が調和した幸せ創造都市 南アルプス」をめざし、

市民、行政その他多様なセクターが取り組むことで、「市民主体の住み良いまちづ

くり」をめざし、ともに歩んでいきましょう 
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１ 南アルプス市がめざすまちづくりの姿 

 第２次南アルプス市総合計画の第６章には、市にかかわる様々な主体や行政が

一丸となり総力を挙げてまちづくりに取り組んでいく必要があると記されていま

す。計画実現に向けて「市民の役割」「事業者の役割」「行政の役割」を示し、市

民一人ひとりが主体的に責任をもってつくりあげていくという自主・自立の心構

えが求められています。 

 「市民の役割」として、市民一人ひとりが、日々の生活や地域での様々な活動

に積極的に取り組んでいくことが期待されています。また「事業者の役割」は、

本市の経済発展を支える役割のほか、ＪＡ、商工会、行政が一体となって展開し

ている地域振興のように、地域社会の構成員としての役割も期待されています。 

 次に、「行政の役割」として、市民生活に寄り添った各種サービスをきめ細かく

提供することや、「市民がまちづくりの主役」との考えを実践に結びつけるための

支援調整活動が挙げられています。市民の熱意や力を引き出し、方向づけ、組み

合わせなど、市民の「ふるさと愛」が本市のまちづくりに有効に活かされるよう

コーディネーターとしての役割を果たすことが重要になっているとしています。

また、「市民と行政の適切な役割分担・連携を進め、協働のまちづくりを推進しま

す。」としっかりと協働を位置づけています。 

 このことは、本市にかかわる様々な主体と共にまちづくりを進めるうえで、協

働は必要不可欠で有り、お互いに理解しお互いの強み（特技や特徴）を、持ち寄

りこれまで行政のみでは解決できないことや、市民だけでは解決できないことに

対して、補完し合うことで課題を解決し、「ここに住んで本当に良かった」と実感

できるまちにしていくことがめざすべきまちづくりの姿です。 
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２ 行動計画の目的と今後の方向 

 第２次南アルプス市総合計画に定められた本市の将来像である「自然と文化が

調和した幸せ創造都市 南アルプス －魅力ある地域資源を活かした 自立のま

ち－」をめざし、「第２次協働のまちづくり基本方針」の見直しを行い、これまで

の「市民と行政による協働」から、市民と市民など「民間同士による協働」の組

み合わせも協働の概念として広げました。行動計画ではこのことを踏まえ、以下

の４つの目標を掲げております。 

 

  ①協働に関する市民ニーズを受け止める仕組みをつくります 

  ②市民と行政が地域の課題を共有し議論する仕組みをつくります 

  ③課題解決に向けた目標に向けて共に取り組む仕組みをつくります 

  ④市民が主体的に活動する仕組みをつくります 

 

 これから、ここに掲げた４つの目標を行動計画にまとめ、各主体が円滑に協働

のまちづくりに取り組めるよう、推進体制を強化・整備し、施策、事業など進め

ていきます。そのために、既に設置されている「みんなでまちづくり推進会議」

と「市民協働推進本部」を市民協働の根幹となる両輪として捉え取り組んでいき

ます。 
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３ 協働による新たなまちづくりのイメージ 

（１） 全体像 
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（２）協働を推進するための仕組みづくり（目標） 

 

ア 協働に関する市民ニーズを受け止める仕組みをつくります 
 

 各主体は、なかなか自らだけでは解決できない様々な課題を抱えています。まずは、行政

及び市民が、こうした課題をしっかりと把握することがとても重要です。そのためには、市

民が協働事業をしたいときに、気軽に相談することができる窓口を充実するなどの、ニーズ

を受け止める仕組みを強化することが必要です。 

 

 

イ 市民と行政が地域の課題を共有し議論する仕組みをつくります 

 

 各主体の多様なニーズを把握するだけでは、課題を解決することはできません。把握した

多様な課題を行政と市民で共有することで、その解決方策に向けた検討をしっかりと行って

いくことがとても重要です。そのためには、受け止めたニーズについて行政と市民が議論す

る場を設けるとともに、その解決に向けた方策を、市の施策に反映していくための仕組みを

強化することが必要です。 

 

 

ウ 課題解決に向けた目標に向けて共に取り組む仕組みをつくります 
 

 地域課題の解決は、もはや行政だけに依存していくことはできません。行政と共に市民も

その解決に向けて積極的に取り組んでいくことがとても重要です。そのためには、各市民団

体などが持つ強みを活かしながら、それぞれの目的に基づいて活動する中で、より大きな地

域課題の解決について、共に取り組んでいくことのできるしくみを設けることが必要です。 

 

 

エ 市民が主体的に活動する仕組みをつくります 
 

 より良いまちを創り上げていくためには、市民自らがまちづくりに積極的に関わっていこ

うとする志を醸成していくことがとても重要です。そのためには、地域課題の解決といった

テーマとともに、自らの暮らしを積極的に豊かにしていこうとする多様な市民活動を育てて

いくことや、持続的な活動に向けた支援を行っていくことも必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標に沿って 

事業を実施 

第２次総合計画に示した本市の将来像をめざします 

自然と文化が調和した幸せ創造都市 南アルプス 
－魅力ある地域資源を活かした 自立のまち－ 
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（３） 協働を推進するためのタイムスケジュール 

①タイムスケジュール概要 

 

※みんまち課：みんなでまちづくり推進課、活動センター：市民活動センター、みんまち会議：みんなでまちづくり推進会議  
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②タイムスケジュールの解説 
ア 協働に関する市民ニーズを受け止める仕組みをつくります 

 

 これまでもみんなでまちづくり推進課（市民活動センター）を中心に、各窓口サービス

センターにおいて、多種多様なニーズを受け止めてきました。市は、各主体が協働事業を

したいときの相談窓口としての課題を抽出し、そのあり方をみんなでまちづくり推進会議

のメンバーと作成します。 

 窓口で受けた市民ニーズをどこにつなげていくか、また、どうつなげるのかを、具体的

なフローとして示します。 

 受け止めたニーズに対応するための、職員スキルアップ研修も必要であり、協働につい

て職員研修を実施していきます。なお、配置換え等に備え、年度当初に研修会を実施して

いきます。 

 

イ 市民と行政が地域の課題を共有し議論する仕組みをつくります 

 

 これまで、みんなでまちづくり推進会議において、市民協働について議論されてきまし

た。協働の市民ニーズを集約し、みんなでまちづくり推進会議と市民協働推進本部とが、

どう議論しニーズをどのように協働につなげていくかのプロセスを、合同会議で検討しま

す。 

 合同会議では、協働事業実施に向けて協議を行い、事業実現に向け検討部会（WG）を

開催し、新規事業としての協議を進めていきます。 

 

ウ 課題解決に向けた目標に向けて共に取り組む仕組みをつくります 

 

 地域課題の解決は、行政だけでは解決できない状況です。市民と行政が、課題解決に向

けて、市民が取り組みやすい協働事業について検討していくことが必要です。 

 そのため、みんなでまちづくり推進課とみんなでまちづくり推進会議を中心にモデル事

業を実施し、その事業検証を行います。合わせて他部署でのモデル事業を実施し、新しい

協働事業の要綱を作成します。 

 

エ 市民が主体的に活動する仕組みをつくります 

 

 「まちづくり」や「市民活動」というと少し難しく感じるかも知れません。自分たちの

まちを、もっと住み良くしたい、といった思いを持つ市民が増えることが大切です。 

 そのためには、市民が主体的に取り組む場のひとつに「まちづくりサロン」の立上げが

考えられます。そのサロンの立上げについて検討し、支援をしていくことで各主体間のネ

ットワークづくりも期待できます。 

 市民活動コーディネーターも、各主体間のネットワークづくりを支援します。  
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４ 協働を実現するために 

（１）それぞれの役割と取り組み 

 

 

 

 

役
割 

 市民が主体となって協働を推進するために設置した市民会議です。行政と連

携し協働のまちづくりのけん引役として期待します。 

取
り
組
み 

 市幹部職員で構成する市民協働推進本部をはじめ、庁内組織との情報共有を

する機会を増やし、市民や各主体の考えを行政と共有します。 

 自分達の住む地域の目指すべき将来に向け、解決すべき課題に各主体が協働

して取り組むため、地域の目標・課題を共有する連携の場としてまちづくりサロ

ン等の立ち上げを支援します。 

 各主体の取り組み状況や内容・結果を行政へ伝え、一緒に評価・検証します。 

 前回の計画に示されていた、協働事業の公募型・提案型制度を行政側と連携

し、取り組みやすい協働事業のルールづくりに協力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みんなでまちづくり推進会議 
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○「みんなでまちづくり推進会議」と「市民協働推進本部」の連携は、どんなイメージで

すか？ 

 

 市民ニーズの多様化や、近年の社会情勢の変化による厳しい財政状況の中、行政サービ

スには限界が生じ、また、各主体のニーズの拡大によって、行政だけでは対応できない部

分が大きくなってきています。 

 このような状況の中で、各主体が抱える課題をしっかりと把握し、市民と行政が共に解

決方策を検討しながら議論する場をつくり、協働事業として実施していくことが求められ

ています。 

 市民が求めていることや感じていることを、市民サイドの「みんなでまちづくり推進会

議」が把握・精査し、行政サイドの「市民協働推進本部会議」に情報を伝え、共有するこ

と、また、行政が求めていることや感じていることも共有し、意見交換を行い相互理解す

る機会の場を増やしていくことをイメージしています。 

 そのなかで、新たな施策として担当部署等の施策と連携していくことも考えられます。 

 

連携すると、どのような効果が期待できますか？ 

  ●「自分の住む地域を良くしたい」「地域のために何かしたい」という市民の声が行政

に届きます。 

  ●市民、行政の求めていることや感じていることの共有ができます。 

  ●お互いの顔をみて話すことで、信頼関係が生まれます。 

 

 イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みんなでまちづくり 

推進会議 

協働事業の実現 
やる気のある人・ 

志がある人・団体 参加・参画 

ニーズの把握・精査 

市民協働推進 

本部会議 
市民と行政が共に地域課題について議

論することで、解決方策を検討し、市

の施策に反映していく会議を開催して

いきます 

みんなでまちづくり

推進課 

情報共有・意見交換・事業連携 

運営 
関係部署へ指示 

ニーズをＩＮＰＵＴ 
事業実施の決定 

ニーズをＩＮＰＵＴ 
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役
割 

 各主体との連携を図り、お互いの強み（特技や特性）を理解し尊重する

ことにより、活発な協働によるまちづくり活動が期待されます。 

取
り
組
み 

 協働の拠点である市民活動センターの支援のもと、まちづくりサロン等

を立上げます。 

 各主体同士や行政等の所属にかかわらず、目的や目標を共有・連携し、

地域活動の情報交換や研修会、また人材育成を行います。 

 市民活動センター等のスペースには限りがあるため、民間施設や地域集

会施設、ＣＳＲ（※1）の一環として地域企業に働きかけ終業後のオフィスを

開放して頂くなど、各主体の活動の場を広げていきます。 

 資金の調達に関し、クラウドファンディング（※2）について調査検討し、

各主体間で情報を共有します。 

 市民活動センターをはじめとする各支所を通じ、各主体と連携しながら

活動を展開し、協働のまちづくりを進めます。 

 それぞれの活動状況の現状・成果を市民に向け、ＳＮＳ等を利用し積極

的に情報発信します。また、市民活動フェスタや協働フォーラム等に積極

的に参加します。 

 

※１ ＣＳＲ 

 企業の社会的責任の英記の略です（英記：ＣＳＲ:Corporate Social Responsibility）は、企業が利益を

追求するだけでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、あらゆるステークホルダー (利害関係者：

消費者、投資家等、及び社会全体) からの要求に対して適切な意思決定をすることを指します。 

 
※２ クラウドファンディング 

 クラウドファンディング（Crowd fundding）は、群集（Crowd）と資金調達（Funding）を組み合わせた造語

で、クリエイターや企業家が製品・サービスの開発、もしくはアイディアの実現など「ある目的」のために、

インターネットを通じて、不特定多数の人から資金の出資や協力を募ることをいいます。 

 

 

 
  

各主体（市民・企業・自治会等） 
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○「まちづくりサロン」とは、どんなイメージですか？ 

 

 役職や所属に関係なく、「俺んとうのまちを、もっとよくしていくじゃんけ」という高い

志を持つ人たちが、その思い（目的、目標）を共有し実現するために交流する場をイメー

ジしています。 

 多くの各主体が地域活動の情報交換や研修会、また人材育成など協働に対する意識の向

上と他団体とのネットワークづくりの場として考えています。 

 協働のノウハウや資金に関することについて調査研究し、もっと取り組みやすい協働に

ついて、協議する場としての活用も考えられます。 

 また、よりよいまちづくりについて、積極的に取り組もうとする意識をもった市民を増

やしていくことも重要です。多様な市民の活動を育てていくために、市民主体による持続

的な活動を、「みんなでまちづくり推進会議」や「みんなでまちづくり推進課（市民活動セ

ンター）」が支援していくことも必要です。 

 

 

 

 

 

テーマ型・・・子育て、福祉、環境など、なにかのテーマにそって、そのテーマに関わる

方、感心のある方、当事者、専門家、行政職員などがあつまり意見の交換

や議論をおこなう。 

 

 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

市内にはこんな まちづくりサロン があります。 

市民でぃれくたーずサロン 

なにかを「やってみたい人」、「やっている人」、「やっ

た人」などが集まり思いを共有する。まちづくりや協働に

ついて市民、団体、企業、行政などの様々な立場の人が対

話をする場。 

参加しているのは・・・ 

市内市外を問わずだれでも参加できる 

南アルプス市子育てネットワーク 

南アルプス市の子育て支援の情報交換や、イベント実施

など 

参加しているのは・・・ 

子育て支援を行う NPO法人、市民団体、ママサークル、 

南アルプス市子育て支援課など 
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地域型・・・地域の人や、その地域に感心のある人など多様な人たちが集まり、 

地域コミュニティの充実、課題の解決、新たな地域づくりのきっか 

けをみつけるため、みんなで議論しながら取り組む。 

 

 

 

 ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

八田ふれあいプロジェクト 

「誰もが暮らしやすい地域」をめざし、地域の困りごと

を地域のみんなで考え取り組む。 

 

参加しているのは・・・ 

地域住民、社会福祉協議会、市の関係者など 

芦安みらいサロン 

芦安の地域活性化について考える。 

 

参加しているのは・・・ 

地域住民、芦安に関心のある人や団体、地域おこし協

力隊、地域支援員、市の関係者、社会福祉協議会など 

下町世代間交流実行委員会 

地域の課題を地域のみんなで考え、解決していく。 

イベント実施など 

 

参加しているのは・・・ 

地域の愛育会、民生委員、福祉関係者、 

社会福祉協議会など 
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まちづくりサロンを立ち上げると、どのような効果が期待できますか？ 

  ●「自分の住む地域を良くしたい」「地域のために何かしたい」という意欲がある人た

ちが交流、情報交換や思いを共有しまちづくり活動が活発になる。 

  ●各主体からの提案による、企画立案や、ブラッシュアップができる。 

  ●活動に参加する人の中から、地域における次世代リーダーが育成される。 

 

 

 

 

 イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民 

効果：事業の企画立案・ノウハウの検討 

やる気のある人・志がある人・団体 

立上げ 

まちづくりサロン 

 

みんなでまちづくり 

推進会議 

 

みんなでまちづくり推進課 

（市民活動センター） 

支援 支援 

企業 団体 市民 
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役
割 

 各主体との連携を図り、各主体の思いや立場を理解尊重し協働事業への

展開を図ります。 

取
り
組
み 

 市民で構成されているみんなでまちづくり推進会議と情報を共有する

機会を増やし、市民と行政の考えを共有します。 

 各主体のニーズを受け止める窓口である、市民活動センターや各支所

を、より活性化し、連携しながら活動を展開することで、協働のまちづく

りを進めます。また、協働の啓発を図ります。 

 中間支援組織の設立について検討し、市民活動コーディネーターを育

成・配置することにより、各主体同士のマッチングを図り、協働のさらな

る充実を図ります。 

 「市民活動センター」のホームページを作成し、各主体の紹介をします。

また、ハンドブックの作成についても検討します。 

 テーマ型支援事業を利用し、自分が住む地域を良くしたいという思い

や、地域課題の解決等に取り組む機運の醸成と人材育成に努めます。 

 前回の計画に示されていた、協働事業の公募型・提案型制度を再構築し、

市民との協働により必要な公共サービスの創出に努めます。 

 市民ニーズを協働事業として市の施策に取り入れていくために、職員の

協働に対する意識を醸成する研修を開催します。 

  

行    政 
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○「中間支援組織」とは、どんなイメージですか？ 

 

 ボランティア・ＮＰＯ等に関する情報の集約や、団体・人材の育成ほか、ボランティ

ア・ＮＰＯ同士や、行政等の各主体との連携窓口として、団体間の連絡調整、参画の場の

提供を行うなど、全市的にボランティア・ＮＰＯ等の活動を支援する組織をイメージして

います。行政が設置して民間が運営するもの、設置から運営まで民間が行うもの等、様々

な形態が考えられます。 

 現在、それぞれで活動しているボランティア・ＮＰＯ間の情報の共有化・一元化が期待

できるとともに、行政のみではできないこと、民間のみではできないことを、その特技

（知識や技術）を持つ各主体との協働により事業を実施することで、団体の活動の充実

や、実施する事業の活性化などが期待できます。 

 

中間支援組織の役割は？ 

 

 コーディネート・仲介・情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ボランティア・ＮＰＯ等のネットワークづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

              研修会等の開催 

 

 

 

  

   

 

 

認知症の勉強会を

したい 

自治会、企業、ＮＰＯ

等 

行政は、こんな仕事をやっ

ていますよ。 

一緒にしませんか 行政 

中
間
支
援
組
織 

依
頼
・
情
報
提
供 

 

ボランティア・ＮＰＯ 

依
頼
・
情
報
提
供 

私たちはこんな仕

事をしていますよ 

ノウハウを活かせる場所はないですか 

中
間
支
援
組
織 

 
ボランティア・ＮＰＯ等 

私たちはこんな仕事をし

ていますよ 

情
報
提
供 

交
流
・
情
報
提
供 

 

ボランティア・ＮＰＯ等 

ウチの他にどんな団体があるのかな？ 

他の団体はどんな課題

があるのかなあ？ 

中
間
支
援
組
織 

運営資金（クラウドファンディング）の

相談受け付けます 

他の団体の情報ありますよ！ 

まちづくり講座やりますよ～ 

●●会のメンバー募集していまーす！ 

人材育成研修やりますよ～ 

団体間のマッチング 

ネットワークのハブ機能 

団体・人材の育成 

https://sozai-good.com/archives/20575
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（２）課題解決に向けた取り組み 

①第２次行動計画の取り組み 

 目標 内容 

市
民
と
行
政
で
つ
く
る
仕
組
み 

ア 

協働に関する市民ニーズを受け止

める仕組みをつくります 

窓口としての課題抽出 

みんなでまちづくり推進課（市民活動センター）と支所

の対応方法検討 

支所等の活用開始 

市民ニーズを受け止め、みんなでまちづくり推進会議との連携 

みんなでまちづくり推進会議開催 

職員研修実施 

イ 

市民と行政が地域の課題を共有し

議論する仕組みをつくります 

みんなでまちづくり推進会議と市民協働推進本部の役割

と関係性について検討 

合同会議の方法検討 

合同会議の実施 

関係部署へ事業検討を指示 

検討部会（ワーキンググループ）の開催 

新規事業として協議 

事業決定・予算化 

新規事業実施 

ウ 

課題解決に向けた目標に向けて共

に取り組む仕組みをつくります 

モデル事業の実施 

モデル事業の検証 

協働事業の要綱の検討 

事業の実施（他部門） 

モデル事業の検証 

新規事業の要綱作成 

テーマ型事業の実施（継続検討） 

市
民
が
つ
く
る
仕
組
み 

エ 

市民が主体的に活動する仕組みを

つくります 

まちづくりサロンの立上げ検討 

サロンの立上げ 

サロンのネットワーク化の検討 

協働事業に関する研修の検討 

研修会の実施 

サロンの支援方法の検討 

サロンの支援実施 
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②第一次行動計画表から第 2次行動計画表への対応表 
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公募制度、提案制度、協働支援テーマ型制度とは 

 

・公募制度 

 市が実施している事業のうち、市民団体などに事業へ参画や受託ができるものについ

て、市が提案し、公募によりパートナーを募集するもの。 

 

・提案制度 

 市民活動団体などが、地域の課題解決など、市と協働できることを提案してもうらも

の。 

 

・協働支援テーマ型制度 

 市民活動団体などが、地域の課題や思いを事業として行い、市民に幅広く参加をしても

らい、活動の幅を広げ、人材育成などにもつながるもの。 

 

 

 



 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


